
◆５月27日、厚労省職業安定局雇用開発部は、「平成

27 年度・障害者の職業紹介状況等」について公表し

ました。これによると、ハローワークを通じた障害者

の就職件数は、平成26年度の84,602 件から大きく伸

びて90,191件（対前年度比6.6％増）となり、就職率

も48.2％（同1.0 ポイント上昇）と上昇したというこ

とです。また、精神障害者の就職件数が大幅に増加し

たことを特徴として挙げています。産業別でみると、

「医療，福祉」が33,805件、「製造業」が11,933件、

「卸売業，小売業」が11,577件、の順で就職件数が多

くなっています。

一方で、解雇用者数も昨年度の1,192件から1,448件

に増加しており、その９割以上は事業の廃止や縮小に

よるもので、解雇用者数の上位は、愛知県、東京都、

兵庫県でした。 （参考：厚労省ＨＰ）
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社会福祉法人の「地域における公益的取組」の内容が明らかに

～社援局福祉基盤課が通知～

平成27年度福祉・医療施設の建設費

～福祉医療機構がレポート公表～

ハローワークを通じた

障害者の就職件数が７年連続で増加

◆６月６日、福祉医療機構は平成27年度の福祉施設(ユニッ

ト型特別養護老人ホームおよび保育所)と(医療施設病院およ

び介護老人保健施設)の建設費の状況について取りまとめを

行い、結果を公表しました。

それによると、平米単価は、福祉・医療施設ともに平成

22 年度から上昇しており、ユニット型特養が262千円、保

育所が312千円、病院が271千円、老健が236千円でした。

また定員１人当たり建築単価は、福祉・医療施設ともに前年

度から上昇しています。福祉施設の定員１人当たり建設単価

は前年度より上昇し、ユニット型特養が12,878千円、保育

所が2,698 千円でした。医療施設の定員1 人当たり建設単価

は、病院が17,682 千円、老健が12,859 千円でした。

建設費は福祉施設で過去８年、医療施設で過去６年におい

て最高水準となり、建築資材の高騰等によって建設コストが

大幅に上昇していると言われている状況を如実に表した結果

となっています。

◆改正社会福祉法の第24条第２項に定められた、いわ

ゆる「地域における公益的な取組」に関する具体的な

通知が、厚労省社会・援護局福祉基盤課から発出され

ました。

改正社会福祉法では、第24条に「地域における公益

的な取組」を行う規定が新たに設けられ(右参照)、そ

の内容が注目されていましたが、今回の通知発出はそ

の具体的な取組方法について示されたものです。この

通知では、当該規定の「地域における公益的な取組」

の要件として、以下の内容が示されました。

① 社会福祉事業又は公益事業を行うに当たって

提供される福祉サービスであること

② 日常生活又は社会生活上の支援を必要とする

者に対する福祉サービスであること

③ 無料又は低額な料金で提供される福祉サービ

スであること

とされ、③の要件である「無料又は低額な料金で提供

される福祉サービス」の実質的な意義は、既存の制度

の対象とならず、公的な費用負担がない福祉サービス

を提供することとされました。その具体的な判断内容

についても右の通り示されています。

≪改正社会福祉法≫

第24条第２項 社会福祉法人は、社会福祉事業及び第26

条第１項に規定する公益事業を行うに当たっては、日常

生活又は社会生活上の支援を必要とする者に対して、無

料又は低額な料金で、福祉サービスを積極的に提供する

よう努めなければならない。

取組判断の例示

① 社会福祉事業又は公益事業を行うに当たって提供され

る福祉サービスであること

・地域の障害者、高齢者と住民の交流を目的とした祭

りやイベントなど地域福祉の向上を目的とした活動

は該当し得るが、当該法人の施設・事業の入所者・

利用者と住民との交流活動は該当しない

・環境美化活動や防犯活動は、地域社会の構成員とし

て行う活動であるため該当しない

② 日常生活又は社会生活上の支援を必要とする者に対す

るものであること

・要支援・要介護高齢者に対する入退院支援等は該当

し得るが、自ら移動することが容易な者に対する移

動手段の提供などは該当しない

・子育て家族への交流の場の提供は該当し得るが、地

域住民に対するグラウンドや交流スペースの提供は

該当しない

・家庭環境により十分な学習機会のない児童に対する

学習支援を目的としたものは該当し得るが、一般的

な学力向上を主目的とした学習支援は該当しない

③ 無料又は低額な料金で提供されること

・自治体の委託事業を受託して費用の補填を受けてい

る場合は該当しないが、法人独自に付加的なサー

ビス提供を行っている場合は該当し得る

・法人が介護保険サービスに係る利用者負担を

軽減するものは該当する

就職件数就職件数就職件数就職件数 対前年度比対前年度比対前年度比対前年度比

身 体 障 害 者 28,003 △172件(0.6％減)

知 的 障 害 者 19,958 ＋1,235件(6.6％増)

精 神 障 害 者 38,396 ＋3,858件(11.2％増)

その他障害者 3,834 ＋668件(21.1％増)

合 計 90,191 ＋5,589件(6.6％増)


